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公共調達の制度面において、技術開発を促す仕組みとして技術開発と工事の一体的調達を取り入れるこ

とにより、民間の技術研究開発意欲を促進し、より質の高い社会資本整備を進める。

■■施策施策導入導入の効果の効果

（１） 技術的隘路のため計画できなかった事業が実施可能

（２） 民間の技術開発を誘発

（３） 技術開発成果の早期活用

（１） 技術的隘路のため計画できなかった事業が実施可能

（２） 民間の技術開発を誘発

（３） 技術開発成果の早期活用

●●技術活用機会と技術採用リスクに応じた調達方式の選定イメージ技術活用機会と技術採用リスクに応じた調達方式の選定イメージ

技術研究開発技術研究開発 工事工事

契約これまでの調達

技術開発と工事の
一体的調達

民間独自の技術開発

契約

●●調達方式の概要調達方式の概要

■■施策の目的と位置づけ施策の目的と位置づけ

技術開発技術開発・工事・工事
一体一体型型調達調達

技術採用にかかるリスク低い 高い
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大

小

施工技術等高度化タイプ

イノベーションタイプ

この技術を開発しなければ、現場の限ら
れた条件に対応できない など

この技術を開発しなければ
社会資本整備が成り立たない

既存技術または民間独自技術
による工事調達

基礎研究・技術開発後
に工事調達

「国土交通省技術基本計画」の具体策の１項目として、民間の技術研究開発意欲を促進する制度面でのインセンティブの充実があり、「技術技術
研究研究開発と工事の一体的調達開発と工事の一体的調達、研究開発段階でのフィールドの提供、技術研究開発成果を評価し総合評価での評点アップ等制度面での支
援を実施する」としている。

国土交通省技術基本計画（平成20年4月策定）における位置づけ

「技術開発・工事一体型調達方式」の試行について「技術開発・工事一体型調達方式」の試行について
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○必要な技術開発期間が比較的短い
○基礎的な研究開発は既に終了

○必要な技術開発期間が長い
○技術開発の不確定要素が高い

評価値が最も高い１者

承諾等

技術開発期間

公告 参加表明 申請書
提出

計画書
提出

開発成果提出

技術開発計画書（技術開発の成果
を含む技術提案）の作成
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技術公募
（公示）

提案
提出

選定 技術開発業務完了

一般競争入札
（総合評価）

手続きイメージ

手続きイメージ

公告

技術開発の
結果を反映

一般競争入札
（総合評価）

優秀な
１～３者
程度を
選定

学識委員会にて
ヒアリング、技術
審査を実施

契約

契約

契約

（技術公募と並行）
競争参加者の資格申請に関する公示
（共同体も可）

成果の公表

（実証実験等）

「技術開発・工事一体型調達方式」のタイプ（Ａ型・Ｂ型）

� Ａ型及びＢ型を平成２１年度から一部試行
� ４月中に「技術開発・工事一体型調達方式ガイドライン」を策定予定今後の方針（案）

工

事

完

成

工

事

完

成

※ 「技術開発」には、現場における
技術実証・技術改良等を含む
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・成果物（著作物の場合）の帰属は甲 （これまでの請負契約と同様）

・知的財産権（特許等）の帰属は乙 （※一部制限あり）

・成果物が著作物の場合、当該著
作物の著作権は発注者に帰属

受注者は、研究開発の成果に係る
知的財産権を受ける場合には、専
用実施権及び独占的な通常実施
権等を設定しない

業務遂行により生じた特許権等の知
的財産権については、乙に帰属する
ものとする

・バイドール規定を適用することにより、従前の（独自の）研究開発による特許等と当該調達による特
許等の一体的管理が可能。

・特許取得のインセンティブが高まる。また、特許等の活用促進による技術開発のスパイラルアップ
が期待される。

メリット 上記の知的財産権の帰属は、契約図書に記載

文書化される技術情報 文書化

されない
技術情報

営業秘密

著作権

ノウハウ

文書化される技術情報 文書化されない
技術情報

特許・実用新案・意匠

営業秘密

著作権

ノウハウ

成果物が著作物の場合、
当該著作物の著作権は

発注者に帰属
（土木工事共通仕様書

１－１－３９）

成果物

請負者は業務遂行により発
明・考案したときは、これを保
全し、出願及び権利の帰属
等については、発注者と協
議
（土木工事共通仕様書１－１
－３９）

発明・考案

（参考）一般的な請負工事の例

知的財産権（特許等）の帰属
（バイドール規定を適用）

成果物

※ 特許等の一部制限

特許・実用新案・意匠

・成果物（著作物の場合）の帰属は甲
・知的財産権（特許等）の帰属は協議

（参考）産業技術力強化法第十九条（バイドール規定）
国の委託資金を原資として研究・開発を行った場合に、
その成果である発明に関する特許などの権利を、委託
した国が持つのではなく、受託して実際に研究・開発を
行った者が持てるようにするという規定

成果物
（原本）

成果物
（原本）

「技術開発・工事一体型調達方式」における知的財産権の帰属について

専用実施権及び独占的な通常実施権等
「専用実施権の設定」とは、特許法（第七十七条）等の各法律における専用実
施権を設定することをいう。
また、「独占的な通常実施権等の設定」とは、当該知的財産権について権利保
有者のみが実施（自己実施）すること、権利保有者が特定の者以外の者には実
施許諾しないこと、又は実施許諾の対価（ロイヤリテイー）を時価よりも著しく高く
設定すること等のいずれかにより、実施権について独占的な状態を設定すること
をいう。
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「技術開発・工事一体型調達方式「技術開発・工事一体型調達方式ガイドライン」の構成
■■ガイドラインの目次構成（案）ガイドラインの目次構成（案）

１ 技術開発・工事一体型調達方式の適用
① 技術開発・工事一体型調達方式の定義
② 技術開発・工事一体型調達方式の適用の考え方

２ 技術開発・工事一括型（Ａ型）（Ａ型）
① 実施手順
② 入札説明書

・ 発注者が明示すべき事項
③ 技術提案の審査・評価

・ 評価項目、予定価格の作成
④ 技術提案の履行の確保

・ 契約図書における明記、評価内容の担保の方法、技術開発の履行状況の確認
⑤ 技術開発により生じた知的財産権の取り扱い

３ 技術開発・工事分離型（Ｂ型）（Ｂ型）
① 実施手順
② 技術公募（選定）に関する事項

・ 技術公募に係る公示、技術提案の評価、工法（技術）の選定
③ 技術開発業務に係る事項

・ 競争参加者の資格に関する公示、技術開発業務の契約、予定価格の作成、
技術開発業務により生じた知的財産権の取り扱い

④ 工事の入札・契約手続き
・ 技術的能力の審査（競争参加資格の確認）、技術提案の審査・評価
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